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　双葉地方広域市町村圏組

合消防本部が開催した「火

災予防ポスターコンクール」

の最優秀作品に広野中学校

２年 日下あすかさんの作品

が選ばれました。

 日下さんの作品は防火ポ

スターとして防火啓発推進

に利用され、公共施設や消

防署に掲示されます。

最優秀作品に、日下あすかさん
火災予防ポスターコンクール

くさ　　か

平成22年1月1日

日本年金機構

厚生労働省

社
会
保
険
庁

公的年金の運営業務

公的年金の
財政責任・運営責任

廃
止
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お 知 ら せ
　ひろの商品券は、商品
券ご利用ののぼり旗を掲
げているお店でご利用で
きます。
　有効期限内に
　　ご利用ください。
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■お問い合わせ先　富岡消防署     22－2119　楢葉分署     25－2119　川内出張所     38－2119

富岡消防署 消えるまで
　ゆっくり 火の元 にらめっ子

住宅用
火災警報器の
早期設置

住宅用住宅用
火災警報器の火災警報器の
早期設置早期設置

住宅用
火災警報器の
早期設置

暖房器具からの火災を防ぐポイント

　冬の生活に、暖房器具は欠かすことのできないものであり、それにともなって火災になる危険も
増えてきます。暖房器具からの火災を防ぐためには、まず、これらの火災の実態を知るとともに、
取扱説明書などをよく読み、器具の正しい取扱いや管理をすることが大切です。
　また、低温着火による住宅火災も発生する危険がありますので十分注意しましょう。

①衣類の乾燥や可燃物の近くで使用しないでください。
②スプレー缶などをストーブ・ファンヒーターの上や
そばには置かないでください。
③寝るときや外出するときには必ず火を消しましょう。
④カートリッジタンクの口金は確実に締まったことを
確認してからストーブにセットしましょう。

低温着火
火のない所に火事…？
　直接火源に接触しなくても木材が燃え出すこと
があります。
　コンロや風呂釜付近の壁が低温で長時間過熱さ
れることによって、炭化が進み、ついには低温で
着火してしまいます。
　「コンロ付近の壁」や「煙突が貫通している壁
や屋根」が熱を伝えにくい構造となっているか、
熱をもっていないか、点検してみましょう。

【全国統一防火標語】

　一般住宅の寝室等に
住宅用火災警報器を平
成23年5月31日までに

設置することが定められています。
　皆さんの家族を火災から守るために早期設置に
努めてください。また、不適正な訪問販売に注意
してください。

平成23年5月31日まで
残り642日

（平成21年12月1日現在）
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